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は じ め に 

 

  

建設業においては、担い手不足に伴う高年齢者の割合の増加は避けられない状況

にあることから、当協会では令和５年度からの第９次建設業労働災害防止５か年計

画において、60 歳以上の死傷年千人率を令和４年と比較して減少に転じさせる目標

を掲げ、高年齢者の労働災害防止に取り組むこととしています。 

このため、昨年度から、「建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり

方検討委員会」を設置し、建設業の特性を考慮した墜落・転落等防止対策や職場環境

改善、健康づくり等の現状把握を行うとともに、効果的な取組促進や周知啓発等の

あり方についての検討を行っています。 

この間、労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者の労働災害防止対策が努力

義務化され、厚生労働省では、令和８年４月からの施行に向け、２月 10 日に大臣指

針を公表しました。 

以上の動きも踏まえ、本年度は、建設業における高年齢者の労働災害の特徴を明

らかにした上で、他産業での好事例収集、中小建設工事業者へのアンケート調査、大

手建設現場等ヒアリング調査により高年齢者対策の現状把握を行い、建設業におけ

る効果的な取組のあり方、今後の取組促進に向けた課題を、取りまとめました。 

本報告書を取りまとめるに当たり、委員をはじめとする御協力いただいた関係各

位に対し、深甚なる感謝の意を表する次第です。 
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第１章 委員会の設置及び検討経過 

１ 委員会の設置 

１．１ 趣旨・目的 

建設業においては、担い手不足に伴い、高年齢就労者（以下「高年齢者」という。）

の増加は避けられない状況にあり、高年齢者が安全かつ健康に安心して働ける職場環

境の整備が必要なことから、令和５年度から第９次建設業労災防止５か年計画におい

て、60 歳以上の死傷年千人率を令和４年と比較して減少に転じさせる目標を掲げ、重

点対策として取り組むこととしている。 

また、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進に関する法令改正が進む中、建設

業においても一人親方を含む高年齢者の労働災害防止対策を進める必要がある。 

このため、令和６年度に高年齢者の労働災害防止対策のあり方検討委員会を設置し、

現状を把握するため、建設労務安全研究会の会員に対して、アンケートを実施した。そ

の結果、高年齢者の健康状態等に応じた適正配置等をどこまで協力業者への指導援助

として関与すべきか苦慮している実態が明らかとなった。 

今回の調査結果から、中小規模事業者がほとんどを占める地方の総合工事業者や全

国の専門工事業者等の協力業者において、如何に取組を促進するかが今後の検討課題

となる。 

そこで、本年度は中小規模事業者への実態調査、現場の取組事例、他産業における好

事例調査等を行い、取組促進のあり方を検討する。 

 

１．２ 検討事項 

（１）中小規模事業者に対するアンケート、ヒアリング等調査 

（２）建設現場の取組事例、他産業等の好事例調査 

（３）上記調査等を踏まえた効果的取組促進のあり方 

（４）その他 
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１．３ 委員名簿 

○高木 元也   独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

新技術安全研究グループ 特任研究員 博士（工学） 

渡部 明夫   株式会社安藤・間 安全品質環境本部 安全部 担当部長 

大川原 英治  株式会社熊谷組 本社安全本部 安全推進部 

副本部長兼安全推進部長 

伊藤 勝啓   清水建設株式会社 安全環境本部 顧問 

田久 悟    全国建設労働組合総連合 労働対策部 部長 

田中 仁樹   日本建設産業職員労働組合協議会 政策企画局 次長 

小橋 正樹   株式会社oneself. 代表取締役 

  

※ 〇印は、委員長                 （順不同・敬称略） 

 

＜オブザーバー＞ 

脇坂 誠    建設労務安全研究会 事務局長 

 

＜厚生労働省＞ 

吉岡 健一   厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 

        副主任中央産業安全専門官 

中地 建太   厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 

        中央産業安全専門官 

立石 光    厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 

        技術調査係長 

繁野 北斗   厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 

建設安全対策室 技術審査官 

 

＜事務局＞ 

井上 仁    建設業労働災害防止協会 専務理事 

西田 和史   建設業労働災害防止協会 技術管理部長 

土屋 良直   建設業労働災害防止協会 技術管理部 上席調査役 

由野 友規   建設業労働災害防止協会 技術管理部 次長（兼）計画課長 

寺本 新吾   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課 

丹 良志美   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課 

鎌田 実里   建設業労働災害防止協会 技術管理部 計画課 
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２ 検討の経緯 

第１回委員会 

日 時 令和７年６月５日（木）15:00～17：00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 第１・２会議室 

 

議 事 （１）令和７年度委員会の進め方について 

（２）その他 

 

内 容  委員長を選任し、令和７年度委員会の進め方について、各委員から意見を 

    伺い、検討を行った。 

     アンケート調査、ヒアリング調査等を用いて、中小規模事業者の高年齢者

対策の実態や現場での取組事例、他産業の好事例等を把握し、中小規模事業

者向けの効果的取組の手法を検討することとした。 

 

配付資料 

資料№１－１ 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方検討委員会  

設置要綱 

資料№１－２ 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方検討委員会  

名簿 

資料№１－３ 建設業における高年齢労働者の労働災害防止対策のあり方検討委員会  

                                  議事要旨 

資料№１－４ 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方検討委員会  

令和７年度進め方（案） 
資料№１－５ 建設業における就業者数、労働災害（死亡災害）及び一人親方等 

死亡災害と 60 歳以上の割合  

資料№１－６ 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方検討員会 

スケジュール（案） 

 

参考資料№１－１  高年齢労働者の労働災害について               

（厚生労働省「令和６年 労働災害発生状況についてより」） 

参考資料№１－２  労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要 

参考資料№１－３ エイジフレンドリーガイドライン（リーフレット、パンフレット） 
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第２回委員会 

日 時 令和７年８月 18 日（月）15:00～17:00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 第１・２会議室 

 

議 事 （１）第１回議事要旨（案）の確認について 

（２）高年齢者対策取組事例について 

       ア.製鉄所での取組（リモート） 

       イ.低層住宅建築工事業界での取組 

（３）建設業における高年齢者の労働災害の特徴について 

 （４）中小建設総合工事業者へのアンケート調査案について 

（５）建設工事現場事例収集ヒアリング調査案について 

（６）その他 

  

内 容  製鉄所と低層住宅建築工事業界が会社で取り組んでいる事例について説明

いただき、その対策等を参考にアンケート調査表（案）及びヒアリング調査の

内容について意見を聞いた。アンケート調査は、（一社）全国中小建設業協会

の会員企業を対象とすることとし、ヒアリング調査は昨年度アンケートを行

った建設労務安全研究会の会員とした。 

 

配布資料 

資料№２－１ 第１回 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方 

検討委員会 議事要旨（案） 

資料№２－２ 建設業における就業者数、一人親方等の死亡災害と 60 歳以上の割合 

資料№２－３ 建設業における高年齢者の労働災害の特徴 

資料№２－４ 中小総合工事業者へのアンケート調査（案） 

資料№２－５ 建設工事現場事例収集ヒアリング調査案 

 

参考資料２-１ 製鉄所での取組 

参考資料２-２ 低層住宅建築工事業界での取組 

（住団連「低層住宅建築工事安全衛生ガイドから p１～３, p39～48,p56） 

  



 

― 5 ― 
 

高年齢者向け労働災害防止対策の現状把握アンケート調査の実施 

 

１．目的 

中小総合工事業者において、元請として取り組んでいる、現場における高年齢就

労者（60 歳以上）（以下「高年齢者」。）向けの労働災害防止対策について、取組状況、

健康状況の把握、気を付けている作業、意見・要望等の実態を把握することで、今後

の高年齢者対策の検討に役立てる。 

 

２．対象 

（一社）全国中小建設業協会会員企業（約 2,300 社）に対して、同協会本部・支部

を通じて別紙により依頼し、直接建災防で回収した。（165 企業回収） 

 

３．調査時期 

 令和７年 10 月 14 日～令和７年 11 月 17 日 

 

 

高年齢者向け労働災害防止対策の現状把握ヒアリング調査の実施 

 

１．目的 

昨年度、高年齢者対策についてアンケート調査を実施した労研会員企業の現場の

うち、高年齢者向け取組を積極的に行っている現場、本社等に出向き、高年齢者の安

全と健康に関する現場の声を聴くことで、今後の取組促進に役立てるため、ヒアリ

ング調査を行う。 

 

２．対象（５ヶ所） 

・熱中症対策で積極的な取組を行っている現場 

・重機オペレーターに対する取組を行っている現場 

・体力測定取組企業 

 

３．調査時期 

 令和７年 10 月～令和８年１月 
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第３回委員会 

日 時 令和７年 11 月 25 日（火） 15:00～17:00 

 

場 所 三田鈴木ビル７階 第３会議室 

 

議 事 （１）第２回議事要旨（案）確認について 

（２）中小事業者アンケート調査状況 

（３）現場ヒアリング調査状況 

（４）厚生労働省での高年齢者対策検討の動き 

（５）高年齢者の労働災害の特徴、アンケート、ヒアリング調査を踏まえた 

今後の課題 

（６）その他 

  

内 容  アンケート調査及びヒアリング調査の中間報告及び回収状況を報告した。

中間報告の集計結果から、取りまとめ方法を検討した。 

 

配布資料 

資料№３－１ 第２回 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方 

検討委員会 議事要旨（案） 

資料№３－２ アンケート調査状況 

資料№３－２ ヒアリング調査状況 

資料№３－２ 高年齢者の労働災害の特徴（前回№２-３追記分） 

資料№３－２ 建設業での高年齢者の労働災害防止対策、検討に当たっての 

今後の課題（案） 

 

参考資料№３－１ 高年齢労働者の労働災害防止対策について（厚生労働省資料） 
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第４回委員会 

日 時 令和８年２月３日（火） 15:00～17:00 

 

場 所 三田鈴木ビル５階 建災防第１・２会議室 

 

議 事 （１）第３回議事要旨（案）確認について 

（２）中小事業者アンケート、現場ヒアリング調査結果について 

（３）今後の検討課題について 

（４）令和７年度報告書（案）について 

（５）その他 

 

内 容  アンケート、ヒアリング調査結果の報告を行い、調査結果について各委員

から意見を徴収した。その内容を踏まえ報告書（案）及び次年度の調査内容

について検討を行った。 

 

配布資料 

資料№４－１ 第３回 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方 

検討委員会 議事要旨（案） 

資料№４－２ 令和７年度 建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策の 

あり方検討委員会 報告書（案） 
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第２章 建設業における高年齢者の労働災害の特徴 

 本章では、建設業における 60 歳以上の高年齢者の労働災害について、各種統計資料

から明らかにした。 

 一つ目として、就労状況及び労働災害発生状況の推移から、高年齢者の数や割合の

増減について、就労者、死亡者、死傷者で比較し、その特徴を明らかにした。 

 その結果、高年齢者の労働災害は増加していないものの、死亡者数の割合が高い状

況にあることが分かった。 

 二つ目として、過去６年間の厚生労働省死亡災害データから建設業における事故の

型、起因物別の災害の傾向を高年齢者とそれ以外の年齢で分析し、それらの特徴を明

らかにした。 

 その結果、高年齢者は、「墜落・転落」災害が多いこと、中でも「はしご等」による

割合が高いこと、次いで「激突され」災害が多く「伐木等」による割合が高いこと、更

には、熱中症割合も増加していることが明らかとなった。 

 

１ 就労状況、労働災害発生状況の推移 

建設業における高年齢者について、就業者数及び雇用者数全体の推移並びに労働

災害発生状況及び一人親方の死亡災害状況の推移（過去７年分）を把握し、建設業

における高年齢者の労働災害の増減等の特徴を明らかにした。（表２-１） 
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（１）就労状況の推移と高年齢者の割合（図２-１-１,２-１-２） 

就業者数、雇用者数ともに全体として緩やかな減少傾向にあるのに対して、高 

年齢者数は横ばいの状況にある。従って、高年齢者の割合は、就業者で 25.8％（令

和６年までの７年間で 0.8 ポイント増）雇用者で 24.1％（令和６年までの７年間

で 1.0 ポイント増）と緩やかな増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-１.建設業就業者と 60 歳以上の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-２.建設業雇用者と 60 歳以上の割合の推移 
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（２）労働災害の推移と高年齢者の割合（図２-１-３,２-１-４） 

 ① 死亡者数 

    死亡者数については、全体、高年齢者ともに増減を繰り返しつつ、減少傾向に 

あるが、高年齢者の割合は、４割前後（33.6％～42.3％）を占めている。 

    令和６年では、高年齢者の死亡者数割合（31.9％）は、雇用者数割合（24.1％） 

に対して 1.6 倍大きい。 

 ② 死傷者（休業４日以上）数 

    死傷者（休業４日以上）については、全体、高年齢者ともに減少傾向にあり、

高年齢者の割合は 25％前後を占めている。令和６年では高年齢者の死傷者数の

割合 24.8％は、雇用者数割合 24.1％に対して僅かながら高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-３.建設業の労働災害死亡者数と 60 歳以上の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-４.建設業の労働災害死傷者数と 60 歳以上の割合の推移 
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（３）一人親方等の推移と高年齢者の割合（図２-１-５,２-１-６） 

   一人親方等人数（就業者数から雇用者数を引いた数）は、全体は減少傾向にある

が、高年齢者は減少の度合いが緩やかである。一人親方等の高年齢者の割合は３

割強（33.0％～36.0％）を占めており、就業者割合より約 10 ポイント高い。 

   一人親方等の死亡災害については、全体、高年齢者ともに年ごとのばらつきが

ある中、減少傾向にあるが、高年齢者の死亡者数割合は５割前後（40.0％～66.7％）

と一人親方等人数割合に対して 1.2～1.8 倍大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-５.一人親方等の人数と 60 歳以上の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-６.一人親方等の死亡災害と 60 歳以上の割合の推移 

一人親方等就業者数：総務省「労働力調査」の「労働力調査（公表資料、時系列結果など）」より  

「建設業就業者数」－「建設業雇用者数」として算出  
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（４）建設業における高年齢者の就労状況及び労働災害の推移の特徴 

   建設業における高年齢者の就労状況及び労働災害の推移から見た特徴について

は、次のとおり。 

  ① 高年齢者の労働災害死亡者数、死傷者数ともに減少傾向にあるものの、全体

に対するその割合は増減を繰り返しつつ横ばい状況にある。 

  ② 高年齢者の労働災害は死亡者に占める割合は、雇用者数割合に対して大きい

（1.6 倍）。 

  ③ 高年齢者の死傷者に占める割合（24.8％）は、雇用者割合（24.1％）よりも若

干高い。 

④ 高年齢者の一人親方等死亡災害が占める割合は、一人親方全体割合に対して

大きい（1.2～1.8 倍）。 

  ⑤ 全産業との比較で、建設業における高年齢者割合は、雇用者で多く（建設業

24.1％＞全産業 19.1％）、労働災害死傷者で少ない（建設業 24.8％＜全産業

30.0％）。」
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２ 高年齢者の労働災害の特徴 

建設業における高年齢者の労働災害の発生状況について、厚生労働省のデータから、R 元年～６年

までの死亡災害を事故の型、起因物別に分析し、その特徴を明らかにした。 

[概要] 

 １.高年齢者は、死亡災害割合が高い。（p.15） 

   死亡災害 38.2％＞死傷災害 25.0％ 

 

 ２.高年齢者の死亡災害は、「墜落・転落」、「激突され」の割合が高い。（p15-16） 

 （１）事故の型別では、高年齢者の「墜落・転落」（45.７％）、「激突され」（10.6％）は全体の

６割を占め、全年齢の５割弱（38.3％、7.5％）より高い。 

 

 （２）年齢別では、高年齢者の「墜落・転落」（45.6％）、「激突され」（54.3％）はともに半数前

後を占める。 

 

 ３.「墜落・転落」による高年齢者の死亡災害は、「はしご等」からと、「木造家屋等建築工事」

（以下「木建工事」という。）、「道路建設工事」の割合が高い。（p.17-21） 

 （１）起因物別では、高年齢者は「はしご等」の割合が高い（15.5％）。年齢別では、高年齢者は

「はしご等」による死亡災害の７割（70％）、次いで「屋根、はり、もや等」の半数近く

（45.3％）を占める。 

 

（２）工事の種類別では、高年齢者は「木建工事」、「道路建設工事」で、年齢別でいずれも７割

（67.1％、68.0％）を占める。 

 

 ４.「激突され」による高年齢者の死亡災害は、「立木等」、「建設機械等」によるものの割合 

が高く、土木工事の割合が高い。（p.22-23） 

 （１）起因物別では、高年齢者の「立木等」（31.7％）及び「建設機械等」（27.0％）は全体の６割

を占める。 

 

 （２）工事の種類別では、高年齢者の「土木工事全般」が全体の６割（55.6％）を占める。 

 

 ５.「墜落・転落」、「激突され」による高年齢者の死亡災害は起因物別、工事の種類別とも、経験

年数、職種別に大きな差は見られず、経験年数の長い者、技能者が多く被災している。（p.24-

26） 

 

 ６.「熱中症」死亡者のうち、高年齢者は、全年齢の 25.9％を占める（過去５平均）が、ここ２年は

３割を超えている。（p.27） 

 

 ７.死傷災害（令和６年）では、高年齢者は「墜落・転落」、「転倒」の割合が高い。（p.28） 

  「墜落・転落」：高年齢者 16.9％ （全年齢 12.0％） 

  「転倒」：高年齢者 35.2％ （全年齢 31.4％）
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建設業における高年齢者（60 歳以上）の労働災害の特徴 

【R元～６年までの労働災害発生状況（厚生労働省）から建災防で分析】 

 

１．高年齢者は、死傷災害より死亡災害に占める割合が高い。 

死亡者数：38.2％（593 人／1,551 人）⇒死亡者数のうち４割弱が高年齢者 

死傷者数（休業４日以上）：25.0％（22,260 人／89,041 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.年齢別死傷災害と死亡災害の発生状況の比較（令和元年～令和６年） 

 

２.高年齢者の死亡災害の特徴 

（１）事故の型では、「墜落・転落」、「激突され」に占める高年齢者の割合が高い。 

「墜落・転落」に占める割合：高年齢者 45.7％（271／593）[全年齢 38.3％（594／1,551）] 

[60 歳未満 33.7％（323／958）] 

「激突され」に占める割合：高年齢者 10.6％（63／593）[全年齢 7.5％（116／1,551）] 

                                [60 歳未満 5.5％（53／958）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１.高年齢者の事故の型別死亡災害発生状況（令和元年～令和６年） 
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（２）年齢別の「墜落・転落」「激突され」に高年齢者が占める割合 

   「墜落・転落」が占める割合：高年齢者 45.6％（271／594） 

   「激突され」が占める割合：高年齢者 54.3％（63／116） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２.「墜落・転落」、「激突され」死亡者の年齢別割合（令和元年～令和６年） 
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３．高年齢者の「墜落・転落」死亡災害の特徴 

（１）「墜落・転落」の起因物別の特徴 

・高年齢者は「はしご等」（15.5％）の割合が高い。 

⇒「屋根、はり等」（22.9％）、「はしご等」（15.5％）、「足場」（12.9％）、「建築物等」 

（8.5％）の順で、起因別の６割占める。 

[60 歳未満では、「屋根、はり等」（23.2％）、「足場」（19.2％）、「建築物等」（12.4％）、 

「はしご等」（5.6％）。]  

[全年齢では、「屋根、はり等」（23.1％）、「足場」（16.3％）、「建築物等」（10.5％）、 

「はしご等」（10.1％）。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-１.高年齢者と全年齢での墜落・転落死亡災害の起因物別割合 

（令和元年～令和６年） 
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（２）起因物別で全年齢のうち高年齢者が占める割合 

ア「屋根、はり、もや、けた、合掌」：高年齢者 62 人（45.3％）［全年齢 137 人］ 

⇒高年齢者５割弱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-２.「屋根、はり、もや、けた、合掌」からの墜落・転落死亡者の年齢別割合 

（令和元年～令和６年） 

 

イ「はしご等」：高年齢者 42 人（70.0％）［全年齢 60 人］⇒高年齢者７割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-３.「はしご等」からの墜落・転落死亡者の年齢別割合 

（令和元年～令和６年） 

⇒高年齢者は、起因物では「はしご等」からの割合が高い（70.0％）。 

次いで、「屋根、はり、もや、けた、合掌」からの割合が高い（45.3％）。 
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ウ「足場」：高年齢者 35 人（36.1％）［全年齢 97 人］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-４.「足場」からの墜落・転落死亡者の年齢別割合（令和元年～令和６年） 

 

エ「建築物、構築物」：高年齢者 23 人（36.5％）［全年齢 63 人］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-５.「建築物、構築物」からの墜落・転落死亡者の年齢別割合（令和元年～令和６年） 
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（３）「墜落・転落」の工事の種類別の特徴 

高年齢者は、「木建工事」（19.6％）、次いで「道路建設工事」（6.3％）の割合が高い。 

[60 歳未満では、「木建工事」（8.0％）、「道路建設工事」（2.5％）で、「鉄骨・鉄筋コンク

リート造家屋工事」（以下「鉄骨等工事」という。）（22.3％）が最も割合が高い。] 

[全年齢では、「木建工事」（13.3％）、「道路建設工事」（4.2％）で、「鉄骨等工事」（18.0％）

が最も割合が高い。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-６.高年齢者の墜落・転落死亡災害の工事の種類別割合 

（令和元年～令和６年） 

 

（４）工事の種類別死亡災害で全体に高年齢者が占める割合 

ア「木建工事」：高年齢者 53 人（67.1％）［全年齢 79 人］⇒高年齢者７割弱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-７.「木建工事」での墜落・転落死亡者数の年齢別割合 

（令和元年～令和６年） 

 

 

79

26

53

107

72

35

26

13

13

147

87

60

25

8

17

49

22

27

34

24

10

127

71

56

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全年齢

（人）

～59歳

（人）

60歳～

（人）

木造家屋建築工事業 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 建築設備工事業

その他の建築工事業 道路建設工事業 その他の土木工事業

機械器具設置工事業 その他

19.6% 12.9% 4.8% 22.1% 6.3% 10.0% 3.7% 20.7%

13.3% 18.0% 24.7%4.4% 4.2% 8.2% 5.7% 21.4%

594人

323人

8.0% 22.3% 4.0% 26.9% 2.5% 6.8% 7.4% 22.0%

271人



 

― 21 ― 
 

イ「鉄骨等工事」：高年齢者35人（32.7％）［全年齢 107人］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-８.「鉄骨等工事」での墜落・転落死亡者数の年齢別割合（令和元年～令和６年） 

 

 

ウ「道路建設工事」：高年齢者 17人（68.0％）［全年齢 25 人］⇒高年齢者７割弱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-９.「道路建設工事」での墜落・転落死亡者数の年齢別割合（令和元年～令和６年） 

 

⇒高年齢者は、工事の種類で、  

①「木建工事」が人数最多（53人）で、割合も７割（67.1％）と高い。 

②「鉄骨等工事」の人数が次いで多い（35人）。 

③「道路建設工事」も７割と高い（68.0％）。 
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４．高年齢者の「激突され」死亡災害の特徴 

（１）「激突され」の起因物別の特徴 

・高年齢者は「立木等」の割合が高い。 

⇒「立木等」（31.7％）、「掘削用機械」（27.0％）の順で６割占める。 

[60 歳未満では、「掘削用機械」（22.6％）、「立木等」（13.2％）、「トラック」（13.2％）の

順で５割弱を占める。] 

[全年齢では、「掘削用機械」（25.0％）、「立木等」（23.3％）の順で５割弱を占める。]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１.高年齢者、高年齢者以外及び全年齢の「激突され」死亡災害の起因物別割合 

（令和元年～令和６年） 

 

 

 

⇒建設機械の占める割合：高年齢者 41.3％（26/63）[全年齢 44.0％（51/116）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「その他」は「解体用機械」、「基礎工事用機械」、「整地・運搬・積込み用機械」、

「高所作業車」、「締固め用機械」といった建設機械を含む。 
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（２）「激突され」の工事の種類別の特徴 

・高年齢者の死亡災害は、「土木工事」が全体に占める割合が高い（55.6％（35/63））。 

[全年齢 47.４％（55/116）] 

・「土木工事」のうち「土地整理」、「道路建設」、「河川土木」で全体の 27％を占める。 

[60 歳未満では 22.6％を占める。] 

[全年齢では 25％を占める。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-２.高年齢者、高年齢者以外及び全年齢の「激突され」死亡災害の工事の種類別割合 

（令和元年～令和６年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

8

5

6

11

5

5

10

18

8

26

4

8

12

10

9

19

14

16

30

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳～

（人）

～59歳

（人）

全年齢

（人）

土地整理土木工事業 道路建設工事業
河川土木工事業 その他の土木工事業
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 その他の建築工事業
設備工事その他

9.5% 22.4% 10.3% 16.4% 25.9%

7.9% 28.6% 6.3% 15.9% 22.9%

63人

116人

6.9% 8.6%

11.1% 7.9%

53人

1.9% 11.3% 9.4% 15.1% 15.1% 17.0% 30.2%



 

― 24 ― 
 

５．高年齢者の死亡災害のその他の特徴（令和４年、５年の厚労省災害データから） 

     高年齢者の「墜落・転落」災害 94 人（46.1％）（全体 204 人） 

     高年齢者の「激突され」災害 20 人（54.9％）（全体 37人） 

 

（１）「はしご等」からの「墜落・転落」災害（14 人）の特徴 

① 工事の種類 

   ・建築工事 ９人[木建工事３人、鉄骨等工事２人、建築設備１人、その他建築３人] 

   ・設備工事 ３人[機械器具設置２人、電気通信１人] 

   ・土木工事 １人[土地整理土木１人] 

   ・その他 １人 

② 経験年数 

   ・30 年以上 ８人 

   ・10～29 年 ４人 

   ・10 年未満 ２人 

③ 職種 

   ・技能者 11 人[作業者・技能者７人、大工２人、電工１人、板金工１人] 

   ・その他建設業 ３人 

 

（２）「屋根・はり・もや等」からの「墜落・転落」災害（26 人）の特徴 

① 工事の種類 

   ・建築工事 21 人[木建工事９人、鉄骨工事１人、建築設備１人、その他建築 10人] 

   ・設備工事 ２人[機械器具設置１人、電気通信１人] 

   ・土木工事 ３人[その他土木３人] 

② 経験年数 

・30 年以上 11 人 

・10～29 年 11 人 

・10 年未満 ４人 

③ 職種 

・技能者 19 人 [大工４人、板金工４人、作業者・技能者３人、解体工２人、電工２人、塗装工 

１人、造園工１人、左官１人、屋根ふき１人] 

・管理者 ３人 

・その他建設業 ４人 
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（３）「木建工事」における「墜落・転落」災害（19 人）の特徴 

① 起因物 

   ・「屋根・はり・もや等」 ９人 

   ・「足場」 ５人 

   ・「はしご等」 ３人 

   ・「開口部」 １人 

   ・「作業床・歩み板」 １人 

② 経験年数 

   ・30 年以上 12 人 

   ・10～29 年 ５人 

   ・10 年未満 ２人 

③ 職種 

   ・技能者 16 人[大工７人、作業者・技能者３人、板金工２人、塗装１人、左官１人、屋根ふき 

１人、煉瓦積１人] 

   ・管理者 １人 

   ・その他 ２人 

 

（４）「鉄骨等工事」における「墜落・転落」災害（16 人）の特徴 

① 起因物 

   ・「開口部」 ４人 

   ・「はしご等」 ２人 

   ・「建築物・構造物」 ２人、「建設機械等」 ２人、「屋根・はり等」 １人、「足場」 １人、 

「作業床」 １人、「支保工」 １人、「地山」 １人、「階段」 １人 

② 経験年数 

   ・30 年以上 ９人 

   ・10～29 年 ６人 

   ・10 年未満 １人 

③ 職種 

   ・技能者 11 人[とび・土工３人、塗装３人、大工２人、解体工１人、電工１人、 

作業者・技能者１人] 

   ・管理者 １人 

   ・その他 ４人 
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（５）「道路建設工事」における「墜落・転落」災害（５人）の特徴 

① 起因物 

   ・「建設機械等」 ４人[掘削用機械２人、不整地運搬車１人、締固め用機械１人] 

   ・「建築物・構造物」 １人 

② 経験年数 

   ・30 年以上 ５人 

③ 職種 

   ・技能者 ５人[土工２人、運転者２人、作業者・技能者１人] 

 

（６）「激突され」災害（20 人）の特徴 

① 起因物 

   ・「建設・荷役・機械・クレーン等」 14 人[掘削用機械７人、移動式クレーン３人、フォーク 

リフト２人、不整地運搬車１人、高所作業車１人] 

   ・「立木等」 ６人 

② 工事の種類 

   ・土木工事 13 人[土地整理４人、河川２人、道路１人、砂防１人、その他土木５人] 

   ・建築工事 ４人[鉄骨等１人、その他建築３人] 

   ・設備工事 ２人[機械器具設置２人] 

   ・その他 １人 

③ 経験年数 

   ・30 年以上 ９人 

   ・10～29 年 ５人 

   ・10 年未満 ６人 

④ 職種 

   ・技能者 12 人[土工５人、作業者・技能者５人、設備機械工２人、解体工１人] 

   ・管理者 １人 

   ・その他 ７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

― 27 ― 
 

６．高年齢者の「熱中症」死亡者数の割合と推移 

建設業における過去５年の「熱中症」による全年齢の死亡者の合計数に対する高年齢者の割合は、３

割を下回っている（25.9％）が、ここ２年は３割を超えている（36.4％）。 

 

 全年齢（人） 60 歳以上～（人） 

令和２年 ７ １ 

令和３年 11 ２ 

令和４年 14 ３ 

令和５年 12 ４ 

令和６年 10 ４ 

合計 54 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５.建設業における熱中症による全年齢の死亡者数と高年齢者（60 歳以上）の死亡者数の割合と推移 

（令和２年～令和６年） 
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７．死傷災害の事故の型別の特徴（令和６年の休業４日以上の死傷災害） 

（１）高年齢者の割合が高い事故の型 

「墜落・転落」：高年齢者 35.2％(1,208/3,429) [60 歳未満 30.2％（3,143/10,420）] [全年齢 

31.4％（4,351/13,849）] 

「転倒」：高年齢者 16.9％(581/3,429) [60 歳未満 10.3％（1,077/10,420）] [全年齢 12.0％

（1,658/13,849）] 

「激突され」：高年齢者 6.2％(2118/3,429) [60 歳未満 5.6％（581/10,420）] [全年齢 5.7％

（792/13,849）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事故の型別の死傷災害の年齢別割合 

・「転倒」：35.0％（581/1,658） 

・「墜落・転落」：27.8％（1,208/4,351） 

・「激突され」：26.6％（211/792） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６-２.建設業における事故の型別死傷災害（令和６年休業４日以上）の年齢別割合 

図 6.建設業における死傷災害（令和６年休業４日以上）の高年齢者の事故の型別割
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第３章 高年齢者に対する労働災害防止対策の現状把握 

 本章では、高年齢者に対する労働災害防止対策の現状を把握するため昨年度行った大手建設会社の店

社及び現場に対するアンケートに引き続き行って、中小建設事業者に対するアンケート調査の結果及び

取組が見られる大手の現場、本社等に対するヒアリング調査の結果を示す。なお、併せて、関連産業での

取組好事例を収集した。 

 

１ 中小総合工事業者に対するアンケート調査 

（１）目的 

 中小総合工事業者において、元請として取り組んでいる、現場における高年齢者向けの労働災害 

防止対策について、取組状況、健康状況の把握、気を付けている作業、意見・要望等の実態を把握す

ることで、今後の高年齢者対策の検討に役立てる。 

 

（２）調査対象 

（一社）全国中小建設業協会会員企業（約 2,300 社）に対して、同協会本部・支部を通じて依頼 

し、直接建災防で回収したもの（参考資料１参照）。 

 

（３）調査時期 

   令和７年 10 月 14 日～令和７年 11月 17 日 

 

（４）回答企業数 

   165 企業：土工工事 135（道路工事、河川工事等）、建築工事 45（ビル等建築工事、木造工事等） 

   10 人未満 30 社、10 人以上 30 人未満 62社、30 人以上 50 人未満 21 社、50人以上 25 社 

未回答 19社 

 

（５）調査結果のポイント 

① 高年齢者向け対策について、７割（69.7％）が取り組んでいる。10人未満規模は半数以下。 

取り組んでいない理由として、「年齢に関係なく安全対策を実施」が最も多い。 

 

② 高年齢者の健康状況については、ほぼ全数で把握し、健康診断の受診の有無、日々の健康状況 

等を新規入場時、現場での声掛け等により把握している。規模が小さくなるほど、現場での声掛け

割合が高く、10人未満では、「有所見者となった者の人数とその項目」の割合が低い。 

 

③ 元請として気を付けている作業は、「暑熱環境作業」135 件、「高所作業」120 件、「重量物運 

搬作業」82 件の順に多い。 

 

④ 協力会社への指導は約半数弱（43.6％）で行っている。規模が小さくなるほど低い。 

 

⑤ 対策への要望について、「対策マニュアル、チェックリスト」105 件、「対策事例集」82 件、 

「体力測定」71件、「意識付け教育」60件の順に多い。10 人未満は「体力測定」が高い。 
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（６）調査結果 

   調査結果は、次の通り。 

 

高年齢者向け労働災害防止対策のアンケート調査結果 

Ⅰ 回答企業の状況 

  回答企業は 165 社で、30 人未満規模が６割、土木工事が８割以上を占める。 

１. 従業員規模 

10 人以上 30 人未満が全体の４割近く（37.6％）と最も多く、10人未満（23.0％）と合わ 

せると、30 人未満が６割（60.6％）を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-１.回答企業の従業員規模別内訳 

 

２. 主な工事の種類（複数回答可） 

土木工事が７割以上（133/189）を占めている。 

     土木工事のうち、道路工事が半数（69/155）を占めている。 

建築工事のうち、ビル等建築工事が最も多く（17/50）、次いで木造工事が多い（13/50）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-２.回答企業の工事の種類別内訳 
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Ⅱ 調査結果の内容 

アンケート調査票の項目に沿って、調査結果内容を示す。 

１. 高年齢者を就労させる場合（協力業者への指示、指導含む）、何か対策を取っていますか？ 

（１）全体 

    ７割で何らかの対策を取っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-３.高年齢者対策を取っているかの有無 

 

（２）従業員規模別 

    10 人未満規模では対策を取っている割合が半数以下（44.7％）と、10 人以上規模が７割

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-４. 高年齢者対策を取っているかの有無の従業員規模別内訳 

 

１.２ 取り組んでいない理由は何ですか？（複数回答可） 

 「年齢に関係なく安全対策を実施」が最も多い。（43/63） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-５.取り組んでいない理由 
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２. 元請業者として、現場で作業する高年齢者（協力業者含む）の健康状況を把握しています

か？ 

（１）全体 

高年齢者の健康状況については、十分把握（35.2％）、ある程度把握（63.6％）とほぼ全数

で把握している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-６.高年齢者の健康状況把握 

 

（２）従業員規模別 

    10 人未満規模で「十分把握」が半数近く（47.4％）と全体より高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-７. 高年齢者の健康状況把握の従業員規模別内訳 
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３. 高年齢者（協力業者含む）の健康状況についてどのような内容を把握していますか？ 

（複数回答可） 

（１）全体 

    高年齢者の健康状況の内容については、「健康診断の受診の有無」（148）が最も多く、次い

で「日々の健康状況（睡眠、食事、体調）」（105）が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-８.高年齢者の健康状況の把握内容 

 

（２）従業員規模別 

従業員規模別では、大きな違いは見られないが、10 人未満では、「有所見者となった者の

人数とその項目」が少ない。10 人未満では、健康状況の「十分把握」割合が高いものの「有

所見者となった者の人数とその項目」の内容確認が少ない状況となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-９. 高年齢者の健康状況の把握内容の従業員規模別内訳 
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４. 高年齢者（協力業者含む）の健康状況をどのように把握しましたか？（複数回答可） 

（１）全体 

   高年齢者の健康状況把握方法として、「新規入場時に持病の有無などを元請職員へ申告し

てもらった」（80）、「元請職員が現場で声掛けし体調などを確認した」（68）が多く、次いで

「協力業者の職長等から聞いた」（44）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-10.高年齢者の健康状況の把握方法 

 

（２）従業員規模別 

従業員規模別では、大きな違いはは見られないが、30 人未満規模で「元請け職員が現場で

声掛けし体調を確認した」の割合が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-11. 高年齢者の健康状況の把握方法の従業員規模別内訳 
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５. 高年齢者（協力業者含む）に作業指示を出す場合、元請として気をつけている作業はありま

すか？（複数回答可） 

（１）全体 

    高年齢者に対して気を付けている作業として、「暑熱環境作業」（135）及び「高所作業」

（120）が最も多く、次いで「重量物運搬等作業」（82）、「重機等運転作業」（58）、「夜間作業」

（49）の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-12.高年齢者に対して気を付けている作業 

 

（２）従業員規模別 

従業員規模別では大きな違いは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-13.高年齢者に対して気を付けている作業の従業員規模別内訳 
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６. 高年齢者対策（私病への対応含む）を取るよう協力業者に指導を行っていますか？ 

（１）全体 

    協力会社への指導は半数近く（43.6％）で行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-14.協力業者への高年齢者対策の指導の有無 

 

（２）従業員規模別 

50 人未満規模、30 人以上 50 人未満では６割弱（57.1％）、10 人以上 30人未満では４割強

（45.2％）10 人未満では３割弱（28.9％）と規模が小さくなるほど低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-15.協力業者への高年齢者対策の指導の有無の従業員規模別内訳
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６.２ どのような指導を行っていますか？（自由記述） 

高年齢者対策の指導内容として、大きく、「健康状況の把握」、「作業内容に関する措置」、「安全教育・啓発」に大別されるが、30 人未満規模では「健康状況の把握」が大半を占め、30 人以上規模では、「作業内

容に関する措置」が多い。 

 

表３-１.協力業者への高年齢者対策の指導内容の従業員規模別内訳 

 健康状況の把握 作業内容に関する措置 安全教育・啓発 

50 人以上 

・私病の把握、高所作業の適否、日頃の病状管理徹底。 
・私病については受診して状況を把握するように指導。 
・健康診断でかの有所見者へ精密検査等その後の対策を取るよう指示し、
結果を提出。 
・私病の内容及び対応、対処法の確認などを聞き作業に従事させる。 
・持病の治療、完治の状況を把握する。必要に応じて入場の禁止。 
・健康診断の受診結果における所見ありの場合の病院での再診。 
・健康診断の実施項目 年一回受診指導 高血圧者の治療受診の指導等。 
 

・高所作業の禁止等、作業の制限や単独作業の禁止。 
・高所作業の禁止。 
・年齢や体調に応じた作業員配置。 
・高所作業では 65 歳以上は原則禁止。従事には所属会社社長の承認が必
要。 
 

・毎朝の朝礼時、毎月の安全教育にて協力会社に指導している。 
 

30 人以上 
50 人未満 

・日々の健康状況の把握。 
・こまめに顔色を確認する。 
・健康状態及び体力状況の把握。 
・定期健診等の受診。 
・日々の健康管理。 
 

・作業内容の選定。 
・墜落・転落事故防止を図るため、高所で行う作業には高年齢者作業員を
就かせないように指導している。また、重量物の運搬作業等についても腰
痛の発症原因になることやバランスを崩して転倒事故等の発生原因とな
るため、高年齢者作業員の作業内容を配慮するように指導している。 
・高所、重量物、暑熱に対して高年齢者を制限する。資料は必ず保存する。
（３年以上） 
・軽作業への配置、作業時間短縮等。 
 

・書面にて周知。 
・朝礼等にて、口頭で指導。 
・安全衛生教育、心身の条件に応じた配置。 
 

10 人以上 
30 人未満 

・健康状態を本人から正直な情報を聞き出す事。 
・既往症・私病・通院等の確認をする。 
・朝礼で、体調管理を確認。 
・病気の人は、職長等が知っているよう通達する。 
・薬などを飲んでいる人へ確認。 
・定期的に通院している作業員がいれば、報告してもらっている。 
・健康診断の実施→有所見者への通知・再検査等。 
・高年齢者の作業員の健康状態を把握しておく事。 
・健康診断の受診、要精検の場合の再受診。 
・健康診断受診の有無、服薬者への確認、始業前、始業後のチェック。 
・朝の朝礼時に目視による確認及び声がけ。 
・持病及び体調チェックを行い問題があれば報告するように求めている。 
・健康診断書の提出（医師による就労可能であるかの確認の為）。 
・健康診断を受けて体調を自覚してメンテナンスするよう指導している。 
・健康診断等にて要検査が出れば、仕事を休んででも行くように伝えてい
る。 
・協力会社は事業者責任とし高年齢者の健康管理を適切にするよう指導
しています。 
・医療機関で受診することを指導している。 
 

・高所作業への配置禁止。 
・個人の体力・能力に応じた適正な作業配置。 
・作業配置の指示。 
 

・高年齢労働者が担う作業内容についてのリスク教育。 
・状況に応じて病院へ行くことを奨める。 
・書面または災防協・安全訓練等。 
・新規入場に口頭指示。 
 

10 人未満 

・新規入場時に持病等あるか確認している。 
・日々の健康状況を把握する。 
・病院等の通院。 
・毎日の体調チェック、KY 活動。 
・健康状態の把握と作業内容の制限等。 
・定期健診結果のコピー確認。 
・毎朝チェック。 
・現状の体調確認・通院の有無等。 

・必ず２人以上にて作業を行う。 ・安全協議会で事故例、実体験で啓蒙。 
・高年齢者向けの安全教育を行う。 
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７. 高年齢者(協力業者含む)の労働災害防止対策を進める上で意見、要望等を教えてください。 

(複数回答可) 

（１）全体 

高年齢者対策への意見、要望として、「対策マニュアル、チェックリストを作ってもらいた

い」（105）が最も多く、次いで「対策事例集を作ってもらいたい」（82）、「現場でできる体力

チェック方法を示してもらいたい」（71）、「本人への意識付け教育方法を示してもらいたい」

（60）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-16.高年齢者対策への意見、要望等 

（２）従業員規模別 

10 人以上 30 人未満規模では「対策マニュアル、チェックリストを作ってもらいたい」（43）

が最も多いのに対し、10人未満規模では「現場でできる体力チェック方法を示してもらいた

い」も同数を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-17.高年齢者対策への意見、要望等の従業員規模別内訳 

（３）その他の意見要望等 

・本人への意識づけか高年齢者になっているとの認識。 

・密なコミュニケーションをとる。 

・協力会社が事業者責任として行うべき事項・対策等をマニュアルとして作ってほしい。 

・推奨される高年齢者保護器具の紹介。 

・上記の、現場でできる体力チェックに加え「判断力」のチェック方法もお願いしたい。 

・安全大会等での専門的な指導員の派遣。 
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８. 高年齢者（協力会社含む）の労働災害を防止するために独自に取り組んでいることや工夫していることがあればご記入ください。（自由記述） 

高年齢者対策の独自の取組として、「作業制限」、「健康・体調確認」が多くを占め、10 人未満規模では「健康・体調確認」が多く、30人以上規模では「作業制限」及び「作業時間短縮・休憩」が大きくなっている。また、「転

倒防止、段差解消の取組」も規模に関係なく存在する。 

表２.高年齢者対策で独自の取組の従業員規模別内訳 

 作業制限 健康・体調確認 転倒防止・段差解消 作業時間短縮・休憩 その他 

50 人以上 

・なるべく、軽作業を担当させる 
・高年齢者の作業に合った作業配置を行ってい
る。重量物を取り扱う作業には従事させない。
一人作業を行わせない。作業時間を短くしてい
る。 
・少しの段差でもつまずいて転倒する恐れがあ
るため。平坦な場所での作業するようにしてい
ます。また、高所作業はさせないようにしてい
ます。 
・高所作業は原則禁止、重量物取扱い原則禁止。 
・日々の作業内容の確認を行っている、体調管
理を含めたコミュニケーションを闊達に行っ
ている、脚立作業の禁止。 
・夜間作業は原則禁止。喫煙、深酒の注意喚起。 
・基本として単独作業をさせない様に配置す
る。 

・血圧を確認するようにしていく。 
・定期健康診断、朝礼での安全注意事項の確認。 
・朝礼時に積極的に作業員とコミュニケーションを図り、そ
の日の体調等を確認。 
・社員については 67歳以上の人の体力測定を実施し体力年
齢を確認 
・（再掲）日々の作業内容の確認を行っている、体調管理を
含めたコミュニケーションを闊達に行っている、脚立作業
の禁止。 
 

・（再掲）少しの段差でもつまずい
て転倒する恐れがあるため。平坦
な場所での作業するようにしてい
ます。また、高所作業はさせない
ようにしています。 
・通誘導員が使う安全通路は、段
差に配慮する。作業員名簿から高
年齢者率を算出して、誘導業務に
差支えが生じないか検討をする。 
 

・（再掲）高年齢者の作業に合った作
業配置を行っている。重量物を取り扱
う作業には従事させない。一人作業を
行わせない。作業時間を短くしてい
る。 
 

・自動車の運転について、踏み間違防
止機能付き車両などアシスト機能付
車両の使用を推奨している。 
 

30 人以上
50 人未満 

・高所作業、暗所作業から外す。 
・高年齢者を就業させない。 
・認知機能がやや低下してきている職員には、
とっさの判断を求められる作業を行わせない
ようにしている。 
・車両、重機の運転はさせない。休憩時間を多
くとってもらう。 
・年齢の確認。受入時教育で 60 歳以上の高所
作業禁止。 
・70 歳以上の単独作業は原則禁止をしている。 
・高所作業の禁止、危険箇所の作業禁止、熱中
症対策、健康診断の受診。 
・遠くの現場や高速道路を使う現場は控える。
火をつけたりする仕事は控える。 
・高年齢者といえども体力、能力に個人差が有
るので作業状況等、確認し無理なく出来る作業
に従事して頂いている。 
・１人作業をなるべく減らすようにしている。 

・体調確認の徹底と口頭による作業指示。 
・通院日や体調がすぐれない時には遠慮なく休んでもらう
様にしている。 
・普段からの声掛けや、状況把握を直接のコミュニケーショ
ンにより確認する。 
・朝礼、現場での確認。 
・新規入場者教育時に血圧及び持病のチェックを行い、病院
での治療や再検査を受けるように指導している。 
・高所作業の禁止、危険箇所の作業禁止、熱中症対策、健康
診断の受診。（再掲） 
・朝礼時での声掛け及びミーティング後の見回りを実施。 
・必ず現場へ行って観察する。 
 

・個々の現場において単独作業を
禁止と現場内の段差を極力緩和す
る。現場責任者は、現場巡視時に
高齢作業員の作業状況を必ず確認
する。 
 

・可能な限り残業はしないように努
めている。 
・車両、重機の運転はさせない。休憩
時間を多くとってもらう。（再掲） 
・夏の暑いときは特に高年齢者は水
分や休憩時間を通常より多めに取る
ようにしている。現場事務所に自販機
の設置や冷蔵庫での飲み物の保管を
し、自由に飲めるようにする。 
・酷暑時における休憩。 
・社有車を使用させず、公共交通機関
を使用させる。長時間作業とならない
よう指導。 
・現場に WBGT を設置している。暑さ
対策としてドリンクを協会含め支給
している。休憩所に冷暖房を完備して
いる。 

・特に安全への意識として高いとこ
ろに登らないように促したり、社用車
も脚立やハシゴが持っていけない小
さな車に変更等。 
・社有車を使用させず、公共交通機関
を使用させる。長時間作業とならない
よう指導。（再掲） 
・希望する社員に肺炎球菌ワクチン
を接種する。個々の現場において単独
作業を禁止と現場内の段差を極力緩
和する。現場責任者は、現場巡視時に
高齢作業員の作業状況を必ず確認す
る。（再掲） 
 

10 人以上
30 人未満 

・高所作業を控える。（させない）昇降及び階段
での移動時は必ず手摺を持って移動する。段差
注意標示をする。 
 

・始業前に作業員の体調確認を行うとともに、作業中及び休
憩中においても作業員の行動や言動等の異常の有無につい
て、作業員同士で確認するよう指導している。 
・声掛け。 
・新規入場時教育において、年齢と健康状態を確認し、日常
の朝礼・KY 活動時に建災防で推奨している健康 KY活動でチ
ェックを行なう。 

・高所作業を控える。（させない）
昇降及び階段での移動時は必ず手
摺を持って移動する。段差注意標
示をする。（再掲） 
・転倒防止対策、危険個所を明示
するための安全標識等の設置。 

・体調管理やこまめな休憩を心がけ
ている。 

・毎年雇用の更新をしている。 
 

10 人未満 

・65 歳以上で持病等ある者は高所作業原則禁
止 朝礼・休憩時の体調確認を行っている。 
・１人で作業させない。 
・必ず２人以上にて作業に入る。 
 

・65 歳以上で持病等ある者は高所作業原則禁止 朝礼・休
憩時の体調確認を行っている。（再掲） 
・健康診断の実施。 
・ラジオ体操をよく見る。 
・持病に関する報告をもとめるとともに、視力検査を行い適
切な医療機関を受診する様指導。熱中症対策として注意喚
起表示看板を場内に掲示し、休憩小屋に空調機を設置して、
クールダウンを適宜行っている。 
・熱中症対策として水分補給の呼びかけ。 
・夏季作業時等、若い人のペースについて行けない高齢社員
には、休憩を取るよう促す。 
・確認行動を促進し、注意力が低下しないように心がける。 

・転倒災害をなくすため、作業場
等の整頓により、床に置いてある
物品をなくす。 
・転倒防止のため、不要な段差が
ないかチェックし、段差を解消す
る。 
 

・①１日の労働時間の短縮。②残業な
し。③週休２日制。 
 

・重量物を持ち上げなくていいよう
にリフト機械等を導入している。 
・若手と作業分配を考慮し、高年齢者
は若手への技能の伝承につなげる。 
・年齢問わず講習会へ参加で教育体
制を整備し、若手と高年齢者との支援
相互関係を構築。 
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９. 上記の取組とは別に、作業者の年齢に応じた災害防止対策を行っていますか。 

（１）全体 

 年齢に応じた災害防止対策を行っているのは２割弱（16.4％）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-18.作業者の年齢に応じた災害防止対策の有無 

 

（２）従業員規模別 

従業員規模別の大きな違いは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-19.作業者の年齢に応じた災害防止対策の有無の従業員規模別状況
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９.２ 行っている場合、年齢ごとにどのような対策をしていますか？（自由記述） 

   ・年齢別対策としては、60 歳以上、70 歳以上で区分しているところが多い。 

・中には「薬を服用している人の確認」や「各々の個人の得意分野を活かせる様、確

認、聞き取り」等が見られる。 

 対策 

50 人以上 

・70 歳以上は単独作業は原則禁止、65 歳以上は高所作業原則禁止。 

・70 歳以上は重機、車の運転は原則禁止。 

・高所作業では 65 歳以上は原則禁止。従事には所属会社社長の承認が

必要。 

 

30 人以上 50人未

満 

・高所作業禁止、軽作業をしてもらう。 

・法令に基づき、危険作業にならないような作業配置を考慮している。 

 

10 人以上 30人未

満 

・60 歳以上の職員には、夏場可能な限り休暇（休み）を取らせるよう

にしている。 

・65 歳以上は高所作業、暗所作業は原則禁止。 

・65 歳以上は、高所作業禁止。70 歳以上単独作業原則禁止、65 歳以上

は高所作業原則禁止、重量物運搬等作業禁止、高齢作業者に関しては、

原則危険な作業禁止 

・70 歳以上は WBGT35 度以上での単独作業は原則禁止、65 歳以上は高

所作業原則禁止。 

・70 歳以上は 30℃以上の気温となった時は、単独作業は禁止 

・高年齢者は就労後状況を確認して、継続が中止かを決めて対処して

いる。 

・一人での作業は禁止。 

・集中力を必要とする作業について、作業時間の短縮と見守り。 

・薬を服用している人には服薬の確認。 

 

10 人未満 

・60 歳以上の体力測定やチェックシート記入。 

・60 歳以上の社員は、高所作業はさせません。 

・65 歳以上は高所作業原則禁止。 

・70 歳以上は WBGT30 度以上での単独作業は原則禁止、65 歳以上は高

所作業原則禁止。 

・年齢ではなく、それぞれ個人の得意な分野を活かせる様に、作業中の

様子を確認したり聞き取ったりします。 
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２ 大手工事現場等へのヒアリング調査 

高年齢者対策に積極的に取り組んでいる大手建設工事現場、本社に出向き、その背景、考  

え方、課題等についてヒアリングを行ったが、その概略は次のとおりである。詳細は次ペー 

ジ以降に示した。 

（１）目的 

   昨年度、高年齢者対策についてアンケート調査を実施した労研会員企業の現場等のうち、 

高年齢者向け取組を積極的に行っている所を対象として、高年齢者の安全と健康に関する

取組、課題等を聴くことで、今後の取組促進に役立てるため、ヒアリング調査を行う。 

 

（２）ヒアリング項目 

① 高年齢者対策に取組始めた背景、動機 

② 高年齢者の安全と健康に対する考え方 

③ 取り組んでみて難しいこと 

④ 効果があったと思われること 

⑤ 今後の課題 

 

（３）ヒアリング調査対象現場の選定 

  ・熱中症対策で積極的な取組を行っている現場（A 社、B 社） 

  ・重機オペレーターに対する取組を行っている現場（B 社） 

  ・体力測定等取組企業 

 

（４）調査時期 

   令和７年 10 月～令和８年１月 

 

企業 現場の工事の種類 工期 作業員人数 ヒアリング調査日 

A 社 

a 土木工事 2025/４～2025/12 14 人 令和７年 10 月 27 日（月） 

b 建築工事 2024/７～2025/12 100 人程度 令和７年 11 月５日（水） 

B 社 

a 建築工事 2024/１～2026/３ 100 人程度 令和７年 11 月 10 日（月） 

b 建築工事 2024/３～2027/２ 75 人 令和７年 11 月 27 日（木） 

C 社 本社 - - 令和８年１月 20 日（火） 

※C 社は昨年度紹介取組事例「高年齢作業員体力測定マニュアル」をヒアリング。 
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（５）ヒアリング調査結果 

① 総括 

・新規入職時に、健康状態を確認する等把握した上で、配慮した作業配置が行われてい

る。 

   ・声掛けによる配慮（アナログ管理）により、信頼関係を築くことが重要。 

・若年者へのノウハウの継承が課題。 

・年齢を理由に作業を制限することは難しい。 

・熱中症対策としては、ウェアラブル機器等の ICT の導入が進められている。 

・体力測定を実施することで、作業者自身の身体能力を自覚してもらうことができる。 

   

 ② 高年齢者への取組背景・動機 

   ・軽度の熱中症発生や重機オペレーターが気を失う事故等の発生。（A-a,B-b） 

   ・高年齢者の災害増加傾向（C） 

 ・高年齢者は足元がおぼつかなくなる等配慮が必要。（B-b） 

 

  ③ 安全と健康に対する考え方 

 ・入場前に既往症、持病等健康状態を確認する（B-b）。 

   ・差別せずに配慮、適材適所配置（A-b）。 

   ・作業時間の短縮、重労働を減らす等配慮（B-b）。 

   ・重機オペレーターには定期的検査（イライラ度チェック）（B-a,b）。 

   ・身体機能測定を通じて、周りの配慮と本人の自覚を促す（C）。 

 ・高年齢者と若年者のペアにより安全に作業を行い、技術ノウハウを伝承できる形を取

る。 

 

 ④ 取り組んで難しかったこと 

   ・高年齢者は体調不良を隠して無理をすることがある（A-a）。 

 ・若年者からの手伝いを遠慮することもある（A-b）。 

 ・高所作業の禁止等作業制限は難しい（A-b,B-a）。 

 

 ⑤ 効果があったこと 

・声掛けの配慮等（アナログ管理）により、信頼関係を築くことで事故・災害は発生せ

ず（A-b, B-a,b）。 

 ・高年齢者と若年者が関わることでの学びの機会ができた（相互に得手、不得手分野を

学び合う機会）（A-a）。 

 ・協力会社に対して高年齢者への取組を考えるきっかけを与えられた（C）。 

 

  ⑥ 今後の課題 

   ・高年齢者の増加に伴う適材適所配置も限界がある。（A-b） 

   ・夏の労働時間をどうしていくべきか（高年齢者は暑さに弱いため、サマータイムを導

入したいが、近隣苦情のおそれのため導入負荷）。（B-b） 

・若年者への技術ノウハウの伝承。（A-a,B-a） 
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（６）会社別のヒアリング調査結果 

 A、B 及び C 写のヒアリング調査結果は、以下のとおりである。 

 

建設業における高年齢者の労働災害防止対策の実態に関するヒアリング調査 

 

A 社本社における取組 

・支店ごとに方針がある。 

 

・契約する取引会社に対して、安全衛生服務規程を渡しており、その中の安全管理、災害防止

対策の条文の中に高年齢者への配慮の項目がある。10 年以上前から服務規程を遵守するといっ

た安全確約書を提出してもらっている。 

 

・新規入場教育時に、高年齢者に対してどんな仕事をするのか確認している。 

 

・65 歳以上の高年齢者には、任意でアンケートに答えてもらい、血圧や既往歴など健康上の情

報もチェックしている。（強制力はない） 

 

・現場によっては独自に体操しているところもある。 

 

・指差し呼称、３・３・３運動（クレーンで地切りするとき、３ｍの離隔をとって、30cm 上げ

て３秒間待って荷振れがないか確認する）、声掛け合い運動の３つの運動を全現場統一で実施し

ている。 

 

・課題として若い人が入ってこない、入ってきてもすぐに離職するという話を協力会社からよ

く聞く。 
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建設業における高年齢者の労働災害防止対策の実態に関するヒアリング調査 

 

A 社 a 河道浚渫工事現場 

現場作業者数：バックホウ船３名、運行管理１名、タグボート１名×３隻、警戒船２名×２隻、

元請３人（所長、若手 20 代２名、内１名女性）計 14 人 

ヒアリング項目 回答 

①高年齢者対策に取

組始めた背景、動機 

・小型船の 30 代の船長が軽度の熱中症になったことが

背景。 

・これまで、体調管理対策として、毎朝体調チェック

シートを付けていたが、休憩中に体調不良に気づいた。 

・若年者の熱中症が出たことにより、若年者より体力

が低下している高年齢者を含む対策として、熱中症対

策バンド（I-bow、カナリアなど）を導入し、深部体温

を測定し、自身で気づく体調を管理するとともに警告

（音、光、振動）を出すことで周囲の作業者にも伝えら

れるようになった。 

②高年齢者の安全と

健康に対する考え方 

・高年齢者と若者世代をペアで組むことで、技術ノウ

ハウの伝承できる形とし、互いに得手不得手分野を補

い合えるよう配慮している。 

③取り組んでみて難

しかったこと 

・高年齢者は、チェックシートに体調不良は記入しな

い。迷惑をかけたくないという理由から体調不良を隠

してしまい無理（我慢）することがある。自分は「大丈

夫」といった感覚の人が多い。 

・熱中症対策のためのスポットクーラー等の導入要望

に対して、お金がかかるという理由で本社側は、なか

なか踏ん切りがつかなかった。 

・設備的な対策には、費用が掛かる、狭い船内にスポ

ットクーラーを取り付けるためには電源の問題があ

る。  
④効果があったと思

われること 

・土運搬車船では、日陰なしの船上で往復４～５時間、

小型の氷のう、アイスボックスを置いた。 

・去年と今年は熱中症が出ていない。 

・技術の継承を通じて若者と関わることで、モチベー

ション向上につながっている。 

・ICT（タブレット、AI 検索）導入により、省力化が進

み、操作方法などで高年齢者が若手から学ぶ機会もで

きた。 

⑤今後の課題 高年齢者対策より、40 代の中堅がいないため若者の技

術継承が心配。 
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建設業における高年齢者の労働災害防止対策の実態に関するヒアリング調査 

 

A 社 b 老人ホーム新築工事現場 

現場作業者数：100 人程度（元請６名、内女性１名、65 歳以上１～２割（最高齢は 70 代前

半で職種は雑工））昨年のアンケート回答時は 10～20 人未満 

ヒアリング項目 回答 

①高年齢者対策に取

組始めた背景、動機 

・高年齢者対策は、本社の方針に従って、新規入場の

際に就労届を出してもらい、健康状態確認を行う。ど

の現場でも行う一般的な対策。 

・職務規程に沿って、65 歳から協力会社にオペレータ

ーの健康状態や新規入場の際に年齢と血圧を確認し

て、職長に問題ないかヒアリングする。 

②高年齢者の安全と

健康に対する考え方 

・「差別せずに配慮」、「適材適所に配置」を第一に考え

ている。 

・新規入場時に 70 歳を超えている場合は、高所作業や

重機の運転等を控えるよう協力会社に指導している。 

③取り組んでみて難

しかったこと 

・安全書類や打合せで Buildee（ICT による施工管理ツ

ール）を利用しているが、操作が分からなかったり、老

眼で見えづらいことがある。 

・若い作業員が操作を手伝おうとすると「大丈夫」と

言われ、聞いてくれないこともある。 

・65 歳を過ぎているからといって、高所作業を禁止す

るのは難しい。 

④効果があったと思

われること 

・高年齢者だからという理由での災害は現状発生して

いない。 

・職長、所長からの声掛けにより熱中症も発生してい

ない等現場でも問題無くやっている。 

・支店で重点災害防止項目を決めており、11 月は「作

業配置配慮により高年齢労働者の安全と健康を守る」

（裏面）として取り組んでいる。 

⑤今後の課題 ・高年齢者が占める割合は今後増えていくため、適材

適所での配置を考えていく必要があるが、具体的な作

業が何になるのかは分からない。 

・高年齢者で体調が悪くても、生活のために頑張らな

いとという人がいると帰すわけにはいかず困る。 

・ヒアリングでの判断も、作業を止めさせられないの

で、声掛けでの注意喚起に留まらざるを得ない。 
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建設業における高年齢者の労働災害防止対策の実態に関するヒアリング調査 

 

B 社本社における取組 

・高年齢者対策は、骨太を会社で作り、各現場で独自にかみ砕いて実施してもらっている。 

 

・熱中症に関しては、本社で方針を立てて、現場で運用してもらってる。 

 

・アップルウォッチのような時計型のウェアラブル機器を装着させ、所長等が親機を持っ

ており、何かあるとそこに連絡があり、それと同時に会社のモニターにも表示される。 

 

・10 年以上、空調服を 3,000 着程度配っている。空調服が困難な作業に従事する人にはウ

ェアラブル機器を装着。 

 

・高年齢者には、朝にチェックシートを記入してもらっている。 

 

・グリーンサイトで名簿の管理を行っている。 

 

・アシストスーツは実験していたが、使わなくなった。 

 

・体を鍛えながら働く人が多い。 

 

・40～50 代にも体力づくりの注意喚起している。 

 

・適正能力検査は年齢に関係なく実施している。 

 

・重機・クレーンオペレーターには３年に１回ブルドン抹消検査（イライラ度チェック）

を受けてもらい、判定次第で配置換えを行っている。 

 

・背筋を伸ばすトレーニング等はやっているが、平均台を歩くといったことは行っていな

い。 
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建設業における高年齢者の労働災害防止対策の実態に関するヒアリング調査 

 

B 社 a マンション新築工事現場 

現場作業者数：平均 100 人（女性は２％、65 歳以上は 10～15 人）昨年のアンケート回答

時は 10 人未満（造成工事） 

ヒアリング項目 回答 

①高年齢者対策に取

組始めた背景、動機 

・高齢作業者で、過去に重機のオペレーターが操縦中

に気を失う事例や、ダンプカーの運転中に心筋梗塞を

起こし、民家に突っ込む事故があった。 

②高年齢者の安全と

健康に対する考え方 

・本社の方針に従って対策を実施している。 

・新規入場の前にグリーンサイト上で健康診断を受け

たか、また、所見の有無を任意で記入してもらってい

る。 

・65 歳以上の足場上での作業は、状況を見ながら配置

を検討するが基本的に下回り（所長が面談し個人差に

配慮）をお願いしている。 

・重機・クレーンのオペレーターは３年に１回の頻度

で「ブルドン抹消検査」（イライラ度チェック）を必

ず受けてもらい、判定次第で配置換えを行っている。

また、作業中に意識を失うことのないよう血圧を毎日

測定してもらっている。 

③取り組んでみて難

しかったこと 

・高所作業は制限していても、脚立や立ち馬は高年齢

者でも使うことがあるため、制限は難しい。 

・高齢のため、この作業で働いてはだめとは言えない

ので、注意すべき人はよく見ておく必要がある。 

④効果があったと思

われること 

・熱中症の予防について、ウェアラブル機器（クラボ

ウ製）を装着し、異常があれば本社と現場事務所に同

時に発信することで、効果があった。アラートによっ

て声を掛けるだけで、意識して休憩してくれる。 

・今年はこの現場で熱中症は発生しなかった。本社全

体でも５件で、重傷者もいなかった。 

・本社の協力会社は、メンバーが同じため、声掛けで

の配慮、アナログ管理により信頼関係もあり、無茶、

無理もせず、巡回で休憩を促せば聞いてもらえる。 

⑤今後の課題 ・若年者へのノウハウの継承が必要、一人作業はさせ

ないように留意必要。 

・体力測定は身体機能の衰えの自覚を促すのにはよい

が、実年齢よりも若く出たときには過信してもらわな

いようしなければならない。 
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建設業における高年齢者の労働災害防止対策の実態に関するヒアリング調査 

 

（B 社 b マンション新築工事現場） 

現場作業者数：75 人（女性は２名（設備、鉄筋）、65 歳以上は３人（型枠、鳶、大工）う

ち最高齢は 67 歳）昨年のアンケート回答時は 10 人～20 人未満（造成工事） 

ヒアリング項目 回答 

①高年齢者対策に取

組始めた背景、動機 

・年を取ると足元がおぼつかないことなどが考えられ

るから、昇降ははしごではなく階段にし、重量物運搬

はフォークリフトで行っている。 

②高年齢者の安全と

健康に対する考え方 

・新規入場時に既往症、持病の有無を確認し、血圧が

高ければ、職長と相談しながら、作業時間の短縮や、

休憩を増やす、重労働を減らすようにしている。 

・重機、クレーンのオペレーターは３年に１回の頻度

で「ブルドン抹消検査」（イライラ度チェック）を必

ず受けてもらい、判定次第で配置換えを行っている。 

・左官工が入ってくると、高年齢者が多いため、段差

をなくすよう気をつけている。 

③取り組んでみて難

しかったこと 

・現状難しいと思ったことはない。 

・自身も 60 歳近くなので、高年齢者が指示を聞いて

くれないということもなく、職長も代替わりで若くな

っているので施工図印刷システム等の使用に困るこ

ともない。 

④効果があったと思

われること 

・今の現場では、休業災害等は発生していない。 

・高年齢者に限ったことではないが、「クラボウ」の

スマートウォッチで異常を検知することで、熱中症が

発生しなかった。 

・新規で入場する作業者で、経験年数が短い人は慣れ

るまで高所作業をさせないようにすることで、墜落・

転落災害が発生しないようにしている。 

・ラジオ体操で動きの悪い作業者には声掛けをして、

体調の確認をしている。 

⑤今後の課題 ・高年齢者は暑さに弱いため、暑い時間を避けるサマ

ータイムを導入したいが、住宅街では近隣から苦情が

来る可能性もあり導入できないため、夏の労働時間を

どうしていくべきかが課題となっている。 
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建設業における高年齢者の労働災害防止対策の実態に関するヒアリング調査 

 

C 社本社作成の「高年齢作業員体力測定マニュアル」の運用状況 

ヒアリング項目 回答 

①高年齢作業員体力測定マニュ

アルを作成することになった背

景、動機の確認 

・高年齢作業者の災害が増加してきたのが切っ掛けで

取り組み、どう判断すればよいかわからず困っていた

が、簡単にできる取組が必要との意見を受け、マニュア

ルを作成。（令和５年発刊） 

・人手不足から高年齢者を排除するのではなく、今後も

継続して働き続けることに重点を置き、今まで蓄積し

てきた技術や経験を活かし、いつまでもケガすること

なく元気に働いてもらえるよう以下の項目の通り考え

た。 

①高年齢者の災害防止、身体機能向上、生活習慣の見直

しによって年齢に縛られず働けるようにすること。 

②事業主が高年齢者の体力等を正しい評価で定量的に

判断し、作業場所等の適正配置を行える仕組みを盛り

込んだこと。 

②マニュアルの運用の流れの確

認 

①身体機能測定により、体力低下の自覚について 

・作業者自身だけでなく、事業主も高年齢作業員につい

て考えるきっかけになった。 

②結果に基づく要配慮と適正配置について 

・結果が悪くても、「一人で重量物を運ばない」など、

作業員自身に気を付けてもらうしかない。周りの配慮

と自覚を促すことを狙いとした。 

③体力維持、向上のエクササイズと健康管理について 

・エクササイズは継続的に行ってもらうこととした。 

③身体機能測定の対象範囲 

・１次協力会社まで、２次、３次

まで、一人親方を含むか、何歳か

ら 

・9,000 社ほどある協力会社の全社に配布し、規模等は

考慮していないので一人親方も含まれる。 

・30 代～40 代でも体力の低下がみられるため、年齢に

関係なく実施している。 

・発行から半年経ったころにアンケートを取ったとこ

ろ、690 社からわかりやすいとの回答があった。 

・衛生週間の際には１回は全員で実施する（朝礼や昼休

憩で）。 

・定期的に実施することに意義がある。期間は現場で設

定する。 

④協力会社作業員の反応 

・要配慮と適正配置は上手くい

ったか 

・アンケートに回答した協力会社なので、好意的な意見

が多かった。 

・「皆でやることで、コミュニケーションの場になる」

といった意見があった。 
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⑤効果があったと思われること 

・身体機能の自覚 

・要配慮と適正配置 

・体力維持・工場のエクササイズ 

・健康管理 

・60歳以上における災害はまだ劇的に減ってはいない。 

・自覚できたという作業者や、協力会社が高齢者対策を

考えるきっかけになったということがアンケートから

把握できた。 

・エクササイズでどのような効果が出たかは調べてい

ない。 

・継続的に実施することにより、体力低下を遅らせる効

果がある。 

⑥今後の課題 

・建設業特有の難しさ 

・元請との関係 

・スマホの画面で身体機能測定の結果管理と、動画でエ

クササイズの方法等を紹介できるよう考えている。 
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３ 関連産業での取組好事例 

（１）低層住宅建築工事業界での取組（参考資料２ .１）  

   低層住宅建築工事現場において、業界団体会員企業が元請として取り組んでいる高

年齢者対策について、安全衛生ガイドラインとして６事例を紹介している。取組とし

て脚立・足場作業に対するガイドライン作成や体力テストの実施、高年齢ドライバー

への運転診断、高年齢作業者への配慮を求めた研修などが挙げられる。  

 

（２）製鉄所での取組（参考資料２ .２）  

   製鉄所において、高年齢作業者がバランスを崩して水路に転落死した労働災害を契

機として、スポーツ現場での体力作りの経験をベースに「安全体力機能テスト」を開

発し、転倒や腰痛の発生リスクの見える化とともに、「アクティブ体操」を開発し、

安全に長く元気で働くために必要な体力（安全体力）作りの取組を行っている。20 年

の取組の結果、転倒、腰痛災害は減少、意識付けに役立っている。  
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第４章 これまでの検討結果及び今後の課題 

建設業における高年齢者の労働災害防止対策のあり方について、労働災害の特徴を明らか

にした上で、取組事例収集、中小建設事業者アンケート調査及び大手建設現場等へのヒアリ

ング調査により現状を把握し、法令改正等の動きを踏まえ、取り組むべき事項を検討した。

その結果のポイントは１のとおりである。 

また、これまでの検討結果を踏まえ、中小建設工事業者の取組を促進するための今後の課

題を２のとおり取りまとめた。 

 

１ 労働災害の特徴、現状把握調査等から明らかになった高年齢者対策

のポイント 
（１）建設業の高年齢者労働災害の特徴 

高年齢者は、死亡災害の割合が高い。中でも「墜落・転落」（特に「はしご等」）、「激 

突され」（特に「立木等」）が高く、近年では「熱中症」も増加している。 

 

（２）中小建設事業者現状把握アンケート調査結果 

・多くの事業者が高年齢者対策に取り組んでおり、健康状況も新規入場時に健診受診 

等でほぼ確認されている。 

・高年齢者を配置する時に注意している作業は、「高所」「暑熱環境」作業が最も多く、

次いで、「重量物運搬」「重機等運転」作業が続く。 

・高年齢者対策への要望等として、「マニュアル、チェックリスト作成」が最も多く、

以下「対策事例集作成」、「体力チェック方法」、「教育方法」となっている。 

 

（３）大手建設企業、現場等元請へのヒアリング調査結果 

・健診受診、血圧等健康状況の把握は、高年齢者の入場時に事業者を通じて確認してい                     

る。 

・高所作業、重機運転作業等配慮状況を確認しつつも、作業制限は困難。 

・職長を通じた声掛け、コミュニケーションによる信頼関係を築き本人に自覚を促して 

いる。 

・体力測定は、事業者（協力会社）が高年齢者対策を考えるきっかけ作りとなる。 
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２ 令和７年度調査研究を踏まえた今後の課題 

 （１）建設業の特性を踏まえた高年齢者対策 

   ・事業者は高年齢者の健康や体力の状況を確実に把握することが必要。 

・高年齢者本人に自身の健康や体力の状況にしっかり自覚を持たせ意識付けること 

が重要。 

   ・そのために高年齢者に対する自覚を促し意識付けのための継続的な教育が必要。 

 

 （２）高年齢者労働災害防止指針に基づく建設業における対応 

     改正労働安全衛生法に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための指針」（令和８                         

年２月 10 日 高年齢者の労働災害防止のための指針公示第１号。以下「指針」と

いう。）が策定され、同指針において、事業者が講ずべき措置、労働者と協力して取 

り組む事項等が定められた。 

建設業においては、事業者の異なる作業者が同一場所で混在して作業することが

多いなどの特性を踏まえ、事業者（協力業者）、作業者に加えて、特定元方事業者（元

請）も同じ考え方で相互に協力することが重要となり、同指針に基づき、高年齢者

対策に取り組む必要がある。 

 

 （３）関係者向け啓発用資料の整備の検討 

上記（１）、（２）に記載した課題を踏まえ、建設業における高年齢者対策について、    

特に中小建設工事業者での取組を促進するため、関係者向け周知啓発用資料の作成が  

求められる。 

その資料に、例えば高年齢者に安心して長く働いてもらうための「いつまでもケ 

ガなく元気に作業」等分かりやすいキャッチコピーを入れる等したものとする。 
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参考資料 

１ 中小総合工事業者に対するアンケート調査票 
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２ 高年齢者労働災害防止対策取組事例 

２.１ 低層住宅建築工事業界での取組 
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２.２ JFE スチール西日本製鉄所での取組 
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